
伝統的建造物群の調査

建 造 物 研 究 室

1 f=1!山の武家住宅-�IJ:山市の文化財調査3

津山は， 鹿一長9年に森Jι政が新たに建設を始めた城下Hりをií�盤に発展した美作地方の中心都

TIïである。11!造物研究室では， 津山市教育委員会の依頼で， 1980年度に近|止社寺建築調査， 81 

年度に滅京地区を対象としたIIIT家及びIIIT並調査を行なってきたが， 82年度は， 武家住宅を対象

として旧武家J也における泣存状況調査， 家屋調査並びに関連資料調査を行なった。

城下の町割 近世�I!山以下は， 域!fllの築かれた館山を中心とした吉井川北岸地域に， 東西約3.3

km， 南北約1.3kmにわたって形成された。 滅下は， 武家地， 11り'人地， 社寺地等から構成され

る。IIiJ訓は， 近|比減下IIIT特有の厳然たるj也威主IJに基づき， 建設当初は城下北半の丘陵地に武家

J也， 古井川北i干ーを束凶に走る1I\�街道にめってIIIr人j也， 減下外m\vこ社寺j也を置き， T�:;}I二川， 古

川1， IwmJ11が腕の機能を思す空1::1桝成になる。武家j也は， のちに吉井川沿いにも造成され， ま

た以下の繁栄lこ{午なってIWJ�街道沿いにIIiJ人IIIJが形成されていったが， 減下はほぼ森忠政の治

政下の究永年川に完成されたと考えられる。

武家住宅の遺存状況 武家屋蚊地は約501l1J&に及び， ，f上手r;j也を除くと以下の6割強iを占めた。主

要武家地のうち， 内山下(111下)は津山の近代化によって一変してしましり 内幼rr!も埋めたてら

れ往lI�jーの而j�は失なわれたが， 弛然と区画された旧IIITをはじめ， 昨Î�宅下， 南新庄， ーととIIiJ�号r

は， 今nなお武家IIIJのjd-飢をとどめている。津111の武家屋敷の政j也は， 1-1"級武士で300�400j51i.

が際i\1;であり， 敷地前而にニ|て塀を廻らし出入口に家;憾に応じて長屋川又は腕木門を出1:く。 主屋

{土， やや]たまった{立i丘に11!ち， 背後に七政や付属1�1f， チ1:戸がi白かれ， 奥は莱聞になる。主屋の

ïìíI而には主庭が築かれ， j"Jから主屋に歪るIi\Jは塀で画されるのが2，�/.f、である。これら武家屋敷

を机成する主屋， j"J屋， 二七蹴守;の造平(状況をfJIB年したところ， 全 体 で 20∞0 1隙*を越す ;諸 諸3前 前月可 . 支建1! 4物bがj逃 立立
e 

1存子することが有硲rli認された。特にj辺且t旅名制i沿Dいに1珪i巨!つ長屋"川'j， )腕純木川及ひ

恕以上にE技j長tること!は土注目される。 また， 11-�;;J!:j下， 北111]・， 上之IIiJ等の丘陵地では， 優良な和風住

宅に建て替わる例もあるが， 武家住宅とともに問的な住宅地を形成してL、る。

武家屋敷の長毘門(nIP1r) 村nl家住宅の表桃え(北IlIf)
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主屋の平面と特色 fv，'，j究家庭は9 ('1二(うち1 ('1:1主l昨:年度)。 選定にあたっては， 外側から判断して

主屋の保存が良く， 屋蚊構えも全体的に残るとHi�定される家のrl:tから地域的にJf寄らず， 大身

から下級武ーl汁こ至る家屋を平均的にお11川するよう憎むした。おけと的には大身に属する住宅ajir

1!，.I，に近く， '1'・ 下級武ー|てのものに1lJ�られたが， 津111の武家(1:宅の概要をJ巴11î;できたと考える。

現存する武家住宅は， 3JL家主gて平入札 屋似はþ'J妥j告， 住瓦1'(で， 焼悦の大きい家では).'.'IIJH

に庇が取{、lくのが一般的である。 また入母屋j主， 茅卦:になる主屋も各所でi住民された。 主庄の

建設年代は， 倒i札等の直接資料が未発見であったため確定できないが， 様式等から18世紀'-1二1頃

から19世紀中頃とlft定される。レずれの主屋も， 生前lゑ式の変化に合わせて台所廻りを中心に

大小の改造ーがみられた。 しかし， 痕跡調査や聞き取りによって当初jの平而を復原すると， 主屋

規模に差異ーはあるもののu・2h:的に同じIni1l�りを持つことがゆlらかとなった。J!IIち， J-l・(JlIIに11-\11コ

2 � 3Ii�\Jの土問をli1き， 反対似IJに四|間取りを法制とする居室部を設けるものである。 土I1\Jは，

天井を張らず架椛をみせる点は， 111]'家と共通する。居室却は下子よりIjíj而に式台(-1'の玄関と1'1�

蚊の2室， 背面iにr.r:'IHJと納戸の2室からなり， ニ仁川に張りト1\して�ld肢の茶の1111が設けられる。

;桁行脱税が大きい場介は， 居室部(;J:下手から前而に玄関， 中のII\J， 座般の3室， 背而iには茶の

II\J， 居間， 納戸の3ffiが並ぶ六川取りになるが， これらは四間取りに，t，の1:\1， 茶のji\1を(.J')JIIし

たものということができる。 陀放は. �史学E月1の�ffl�尾で上等ななIï[:になり， 長側にトコをl置き，

逃い棚や，ltl\，'MN!'えを設ける例もある。Jよさは， 8 �111::がti�lWでI:)昆柴1i・が31111ニI�の主序では， 桁

行方向でl食い違う平而となるが， 年代のがfしレ主毘ーでは， 接1i' 1( I日lとなってI吹い進いはみられ

ない傾向があるようである。 また， �ïll戸側廻りの比に小笠を設ける例もあるが， 当初からのも

のであるか否かは別状では判断が雌しく， 今後の研究訪日出として残る。

主I!:IIIの武家住宅に|史|する;il1，J1tは， 今I!.'.IがJli'Wであり. その一郎;を女uり得たに過ぎず今後の課

題も多L、。 引き続き調査研究の機会が付たれることをWJ1与したL、。 また， 過去3カゴ1:，にわたる

訟:jj!Eの結果， 津山の111]'は， 以跡， 武家(1:宅， 商家lrf.， 主1:手'N.l!:築45:がー(4;・に残ることがllJゆjし

た。 この庇史的特質を生かした加料�(I"JtJ:IIlJづくりが強く明まれる。 (((1�j:('I'rjl) 

川111]' .牧l精子氏(1，宅íUJîí(平ÎÌli1司(19(A'.1 11日If) 北IIlr .トtlll淡J \;J."(;"UUIl;[平lújl文I (1 R (京. �t"，r) 
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2 高 山 の 11fT S1t 調 査

H日和48年度に文化庁が伝統的な1I1r並を践す二 日 I L i ・ 倉敷 ・ 萩について ， その保存計画に必

要な基礎資料を作成するとともに， 全国(I'�な柴諮問]並の保存対策樹立に資するための調査を行

なった。 このうち高山市上三之IIlJ恵比割台mを中心とした地区の調査を当研究所が高山市のIth

力を得て実施した。 (r�l工科n974.，!. Ii'学材1i:(í24 H1f j) こ れらの調査成呆をもふまえて 11百和 5 0 �I三

位の文化財保護法の改正で， 集落町並の保存iljljJ立が確立された。

高山市では. I昭和47年に「高山市市街地景観保存条例JJを制定して. �、自の施策を進めてい

たが， 昭和53年1 0月に文化財・保護法及び都市計画法に基づく高山市三IIlJ伝統的建造物群保存地

区を決定し， 昭和54年2 月には重要伝統的建造物群保存地区の選定をうけるとともにIIlJ並保存

再生のための事業が実施されることとなった。

H召和57年度の調査は昭和 48年以降のIllJsl�の変化を追跡するとともに， 保存の基本方針や原

則を再確認し， 現在まで実施されてきた保存盤的事業の成果を分析-評似liして， 保存地区保存

管理計画の見直しをし， 将来に向けての保存整備の方向づけを行おうとしたものである。 特r

保存地区の保存と良好な生活環境の五If持:とのかかわりにつL、て重点的に調殺した。 事業は同席

補助を受け高山市教育委員会が行なうが， 調査は当研究所が担当した。

分布調査 調査はまず， 明治41�1三(11'成の地図にのる旧市山1I1J全滅について伝統的建造物の分布

状況を把控する ことから始めた。 この結果， ほぼ全域にv.立って伝統的な建造物が分 布するが，

保 存 地 区 悶
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保存地区の北の大新11りに�守によく逃存して

いることが分った。 この地区には主要文化

財の吉j治家や日下部家住宅があり、 伝統的

建造物1rf保存地|亙延長の検討を進めること

も考えられる。

分類調査 分布調査の結果. J立存状況の良

好なi也岐を選定し， その地域内の全戸につ

いて年代別， 構造別， 階日別， 用途別， 保

存度別の分 類調査ーを実施 した。 このう ち上

一之町~上三之1l1Jはi昭和48年に同線の制査

を行なったので. 1 0カ�の変化の状況を，

特に保存J也区決定後の変化に注目して比較

検討すると次の通りである。

1 イ土舛屋の宿命Iì化が目立つ。特に土産物

!苫や喫茶席など観光協mの尚信が多くなっ

ている。 2 保存地区決定後，地区内での主

屋の新. j:説・改築はほとんどないが， 周辺



j也氏では .t;jlにみられる。 3 !t.'iに国道や山道沿いのjff仰の変化が顕著て司ある。 4 今後とも

防鮒i化が進む傾向にあるが， これはやむを仰なし、ものと思われる。 しかし， 保存.lililぎ内の建物

(1出合Iì川とし， (tJi'fは郊外へ移すという例があり， このような・/1:態はさける必要がある。

本調査 {米作地区内の全戸について聞き取り及び�iJllゆl査を行なった。 訓交梨・配|位図 ・3jl.市i

図. ItJr而図及び知計図を作成し， IIIJ並保存と生活出境の変化を把服するとともに， 各戸別の保

有:整備のためのカノレテ作成の基礎資料とした。恵比須台網lについてはUH和48�1三度に同様の調査

があり， 10年間の変遣を制べるとともに， 今後の保存対策へ向けての2占拠資料とした。 調査の

結果， 次のことが分った。

1 敷地割， f_ij区割は現在もよく妓る。 2 これに対して主屋-中庭- 土践と.ilÉぶ， 建物配

置の基本的IJÌtJliJが徐々に破壊され， 生活環境の悪化がみられる。特に， 主屋の!苫命Iì化にともな

って中庭に居{支部分を新.m築する傾向にあり， JiJt�通し， 日間， プライバシーなどの而で相|燐

環境を侵害している。 3 出向Iì化のため， 床上部な撤去して全而を土/:11とするものもあり， こ

れに伴って外観も変えられる。 4 111]"並保rrが外観胤1Ii1Jを原則としているため， 伝統的建造物

のïìíl而111\1分だけを切り践して後半部を撤去し その部分と'I�l必を合せた放地に2階.illの建物

を新築するという傾向が-1I�i'Jmみられたが， 保存j也I>{決定後はなし、。

以上の調査を通して， 保存地灰保存の基本的原則を次の通り確認した。

1 街区制， 蚊jl!!�illは原J!IIとして変えなL、。 2 敷地内における建物的成(刷出〉は原則と

して保持し， 良好な生前環境を育成する。 3 建物は杭j主体の保存を節ーとし いわゆるフア

サード保ιの原J!Ij(土とらなL、。 4 (米平r:1夜hUi �Ji:業も， 現夜の文化財としての(��{{-終附Iばかりで

なく， (ヒ広1t;�， 都T打開!J'íの挫(I//iと一体のものとして取り創lむ。

保存管理計画 現ずf�まで'j�鈍された保((修J1.I[:/I・;佐・防災施設事業・ その他|民IÆ事業を分析-員、Hllli

するとともに， 上記法本的原Jlilにj占づいて， (�Hn也区(��1-(計画の見l白:しを行なった。!l'y"こ各泌

りの性柿に応じた保存控Þ11iのプilnJづけの必要性が百\'j�，ぶされた。 この'1-'で特にI:m坦となったのは

すでに開発の進んでいる県道的いのkl!物の修氏で， �見柏ミ史節しているような111]"家風の修;;tでは

なくても， IIIJ並に訓和した現代的なデザインによる1創立も検討することとした。

|昭和58年度に補助調子fを実施し， 報告，!?にまとめる子定である。 (村上初ー)

幣制1i lìíj 必 vill 後(喫高ちmへ改造〉
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3 I日奈良町町並調査( 1 ) 

奈良市は困庫NIìIYJによる伝統的建造物群保存対策事業として旧奈良IIIJ の|町並調査を行うこと

になり， 制交の笑施を建造物研究に依願してきた。当研究室では関係方而と協議の上， 県文化

財保存課・県立民俗博物館が共同して調査にあたることとなった。 調査は四ヵ年計画で， 本年

度は元興寺周辺の東西約500m， 南北約1 kmの範聞を対象とし， 第一次と二次の二段階に分け

て調査を実施した。

調査j也l玄及訓仮家屋位置図

調査のゴ|三度�I随i

一次調査 調査地区に所在するすべての家 屋について

外観調査を行い， 建物の材質・工法 ・階高-形式-用

途・改造の度合・景観・建築年代等を縮尺千分のーの

地図をベースとした野帳に記入した。 この結果を分類

図に整理!すると同H寺に， UJJ家の残存状況・景観・建築

年代を示すi奨式図を考案した。 この模式図は保全・修

:t�(の方針を決定する上で基礎資料となりうる。

二次調査 一次調査結果に基づき50軒の111]家を選び蚊

地全体を含めた実ìlllJ.復原調査を行った。

以上の調査の結果， 調査地区の家屋の内約3剖が江

戸Hキ代から明治n寺代にかけて建てられたもので， 残存

率が予想以上に高いことが判明した。 他方十八一世紀に

遡るIIIJ家は十指に満たなL、。年代の確実な最古の111]"家

は束木辻IIIJの松塚家で， 文政四年の隙札が残りかつ幕

末頃にt�i高を高くする改造が行・われている。 この他，

奈良Hり を代表する111]"家は古物閣をはじめとして!!JJ ì治か

ら大正にかけて造られたものが多し、。 奈良111]では一般

的な111]家の他に表屋造や両íî堺造と呼ばれる形式のHり家

もかなりみられる。前者は一般に幕末頃京阪に流行し

た形式で， 奈良では明治初J�Jからl昭和初JUJに至るま

で， 主に蒙陶の別宅・|窓居所等として造られた。 表毘

の屋般を入母屋にしたり， 茶室を造る等， 資をこらし

た造りがみられる。前堺造はIIIJ・家の範時に属さないも

のも合み， 11寺代も表屋造よりやや新しL、。111]家の表桃

えは現状では繊細な格子が多いが， 径2�3寸の太い

格子及び瑚s.揚げ!苫の古い構えを残す例も多L、。この

古い表構えが繊細な1-1:\格子にかわるのは明治末から大

正頃と考えられる。庇に垂木を用いない;仮軒もまた
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元興寺周辺のIIIJ者Ij .敷地主IJ
(太線は町�;II守利断lf土!政j也:'fII)

ï!ï ff� J�司平[而J�

散見されるが， 木*板11であったものと， J{.:J!i:ながら野地を仮王r夙に作ったものが印有ーする。

建築年代が古いか， もしれが1:.代は新しいがIlIrsW.と利和したfH]"家はJl秀市院HlJ・"1-'新尾111]" . 芝

新屋111]"と高御門111]"・I!鳥川IIIJの二本のI何:It;illりに集中している。伝統的な111]"家はJI�j代の嬰請によ

って， パラベット等でフアサードをWi�、J;\-îf:llを11.1ねているものがあるが， その殆どは制hiíilまで

改造が及んでおらず， 良好な外観へ復する可能性を践している。

IlIr家の調査と併行して， 奈良JII]'全体の111]告IJ . 14訂正・jßi:地について資料収集-検，Nをfj'ったが，

例えば東向北111]"と東向中IIIJでIIIJ訓形態の災なるのは宝永の大火によることが雌定される等， 111]" 

の舵史的形成過程を知ることができた。 個々のJIIn家の舵史(1'�(llIi他もさることえEがら， 上国にみ

られる街区栴成及び般地筈1]を縦承しつつillつ伝統的IIIJ家と， その集合状態が奈良の111]"のJ3fì!J1の

質を(��íEしている。 この点にìJ目し， )佐!とi�l:を令めて奈良IIIJの広W�を保持するために， 街lヌ:�il]

-蚊地'，�I]・建物を総体的に似全する必要があろう。 その具体策としてIIIJ全体を|川段階の地1><:'こ

分野lし， そのけ1核を伝統的建造物11下保有:.J1!!.1ズとし， Nil.i.!.lJ也|涯を状況に応じて修jit- 景観誘導・

都市施設整WiJ也区等とした総合的な;l;J;:業�I闘を立集し， 安施することが汚司えられる。

都市計画道路杉ケIIlr高畑<<�ítjJli師工事に伴って， 奈良IIIJの1'1コでも古い111]家がよく残っていた"1-'

l淀川J'北室HlJの11日並が破壊されつつあり， 周辺でも|町2友のmて替えが進んでいる。 住民や市民

の中には， 観光・ 商業等の而で沈滞化した旧奈良市街の活性化をめさす助きもある。 しかし，

大規燃施設誘致等， 建築計四・都市計画の分肝でイ'1".以上も市lにもてはやされた古いプロジェ

ク卜を考えている場合が多く， ïlïfl'j地活性化という点にl却しては川j叫が残る。 (iJ I;;\';:i\'人)

ï!ï Hfj 1 ;，j 1L而 ・ItJi Hii I�I (J<Þi�;色の一例1)
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